[bookmark: _GoBack]○農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について　（変更のポイント）

　農業経営基盤強化促進法の改正（令和５年４月１日施行）があり、埼玉県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」の改正（令和５年６月３０日施行)に伴い、町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を変更作成するものです。


○基本構想の主な変更点
１人・農地プランや利用権設定等促進事業の記載見直し
　人・農地プランの記載を地域計画に修正。
農用地利用権設定にかかる内容を削除。

２農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備を規定
　　農業を担う者の確保及び育成の考え方、町が主体的に行う取組、関係機関との連携・役
割分担の考え方、就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情
報収集・相互提供の内容を追記。
　　

３農用地の利用の集積に関する目標値の変更
　県の集積率の目標の見直しを受けて町の集積率の目標を見直すもの。
　　　（改正前）５０％　→　（改正後）５６％
　　

４　その他
　事業名の変更等を更新。
字句の整理。
